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稚内商工会議所
問合せ

稚商相発第21号：令和4年7月　　事業環境変化対応型支援事業

中小企業診断士などの専門家が対応いたします！
　新型コロナウイルス感染症の影響や最低賃金引上げ、デジタル化、インボイ
ス制度導入等の対応といった事業環境変化による影響を受け、今後の経営に不
安や悩みを抱えている事業者の皆様からの経営課題に対応するため、経営個別
相談会を開催いたします。
　相談内容に応じて各専門家をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。

この様なご相談に対応させていただきます
◆経営力強化に関すること

・資金繰り改善や
　　　　財務体質強化
・原価管理、コスト削減
・販路開拓、新商品開発
・業態転換、新事業展開
　　　　　　　　　 など

◆コロナ関連施策に関すること
・小規模事業者持続化補助金
・事業再構築補助金
・ものづくり補助金
・事業承継補助金 など

◆デジタル化等
・業務効率化に向けたＩＴの活用
・クラウドサービス
・電子帳簿保存法
・消費税インボイス
　制度への対応
　　　　　　など

ます！

い。

す

相談
無料！

開催期間 令和５年１月31日まで（土・日・祝日、年末年始を除く）
開催場所 稚内商工会議所 ２階会議室（稚内市中央２丁目４番８号）

※お申込みを頂いた事業所への訪問相談も行いますので、ご希望があれば
　お申し付けください。

対 応 者 中小企業診断士、税理士、行政書士、ITコーディネータ ほか
申込方法 完全予約制とさせていただきます。

裏面の申込書に必要事項をご記入の上、FAX・郵送・メールにてお申込み
ください。

◆労務管理に関すること
・働き方改革への対応
・就業規則などの作成変更
・最低賃金引上げ等への各種支援策
・雇用調整助成金 など

①申込み①申込み
ＦＡＸ・郵送・メールにて
お申込みください。

②相談日時の決定②相談日時の決定
こちらからご連絡をし、
日時を調整いたします。

③相談会の実施③相談会の実施
当所または申込事業所にて
相談に対応いたします。

お申込みからご相談までの流れ



※ご記入をいただいた情報は、本事業に係る各種連絡や情報提供以外には使用いたしません。

事業所名

相談内容 ： 該当する相談内容に□を入れてください。（複数選択可）

〔支援を受けたい具体的内容もご記入ください。〕

住 　 所

電話番号 F A X　　　　－ 　　　　－

参 加 者

業　　種業　　種

経営個別相談会 申込書

0162－22－3300
FAX（稚内商工会議所行）

〒097－0022 稚内市中央2丁目4番8号　E-mail:wcci@rose.ocn.ne.jp

従業員数 名

役職 氏名

下記の必要事項をご記入の上、FAX（郵便・メールも可）にてお申し込みください。

□資金繰り改善や財務体質強化
□原価管理、コスト削減
□販路開拓、新商品開発
□業態転換、新事業展開　　
□その他（　　　　　　　　　　　　　）

経営力強化に関すること

その他 □

□働き方改革への対応
□就業規則などの作成変更
□最低賃金引上げ等への各種支援策
□雇用調整助成金　
□その他（　　　　　　　　　　　　　）

労務管理に関すること

□小規模事業者持続化補助金
□事業再構築補助金
□ものづくり補助金　　
□事業承継補助金　　
□その他（　　　　　　　　　　　　　）

コロナ関連施策に関すること

□業務効率化に向けたデジタル（IT）化
□クラウドサービス
□電子帳簿保存法
□消費税インボイス制度への対応
□その他（　　　　　　　　　　　　　）

デ ジ タ ル 化 等

問合せ
〒097－0022 稚内市中央２丁目４番８号
ＴＥＬ▶０１６２－２３－４４００　 ＦＡＸ▶０１６２－２２－３３００
E-mail▶wcci@rose.ocn.ne.jp
URL▶http://www.wakkanai-cci.or.jp/

稚内商工会議所
中小企業相談所
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